
小規模企業共済・中退共の利用も 

青色事業専従者に対する退職金 

青色事業専従者に対する退職金 

 個人事業者の所得の金額の計算上、青色

事業専従者に対する退職金の必要経費算入

は認められておりません。 

 所得税法では、専従者が受ける給与は給

与所得の収入金額とするものとされていま

す。したがって、退職所得の収入金額とさ

れるものは、専従者給与とすることを予定

されていないと解されています。 

専従者が利用できる共済制度 

 ただし、直接退職金を支払うことができ

なくとも、小規模企業共済や中小企業退職

金共済（中退共）を利用することが考えら

れます。 

 実はどちらの共済制度も、従来は個人事

業者の専従者の加入が認められていなかっ

たものですが、平成 23年より加入ができる

こととなりました。 

この場合、小規模企業共済では専従者を

「共同経営者」として、中小企業退職金共

済では、専従者を「従業員」として加入す

ることになります。 

そのため、青色専従者の場合は、「共同経

営者」か「従業員」かのステイタスを選択

せざるを得ないため、重複して加入するこ

とはできないこととなります。 

小規模企業共済制度を利用する場合 

 小規模企業共済に加入する場合、青色事

業専従者は「共同経営者」として自己が契

約する形になります。したがって、その掛

金は青色事業専従者の所得控除（小規模企

業共済等掛金控除）を適用して、専従者の

所得税額などを減らす形となります。 

中小企業退職金共済制度を利用する場合 

 一方、「従業員」の立場で加入する中小企

業退職金共済の掛金は、専従者給与を支払

う個人事業者の事業所得などの所得の金額

の計算上、必要経費に算入することになり

ます。 

 退職金を直接支払う場合には、必要経費

算入が認められていないのに、中退共の掛

金が必要経費となることに疑問がないわけ

ではないですが、他の従業員がいる場合に、

すべての「従業員」が加入（普遍加入）し

て平等に取り扱われ、「従業員」性が担保さ

れていることが前提となります。 

 どちらの制度も受取時には、一時金の場

合には、退職所得（任意解約の場合は一時

所得）、年金の場合には、雑所得とされます。 
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